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第１ 監査対象工事等

令和元年度において施工中の工事及び委託業務のうち、次の２件を選定し、

監査を実施した。

※契約金額、工期等は令和元年１１月末現在のものである。

第２ 監査の期間及び実施日

(1) 期 間

令和元年９月９日から令和元年１２月２５日まで

(2) 実施日

第３ 監査の方法等

監査にあたっては、工事の計画、設計、積算、契約、施工管理等について、

関係書類の調査のほか、関係者から説明を聴取するとともに、工事現場等の現

地調査を行った。

なお、この監査の実施に当たっては、協同組合総合技術士連合に技術士１名

の派遣を依頼し、技術上の意見を求めこれを参考とした。

工 事 名 工 種 工期・契約金額・所管課

津山文化センター耐震補

強及び大規模改修工事
建築一式

平成30年3月20日～令和2年3月13日

1,707,480,000円

生涯学習部文化課

（工事担当課 財政部財産活用課）

総社川崎線（沼林田工区）

道路新設工事その9
土木一式

平成31年3月19日～令和2年3月5日

188,899,560円

都市建設部土木課

実施日 対 象 工 事

11月7日 聴取及び

現地調査

津山文化センター耐震補強及び大規模改修工事

（津山市山下地内）

11月8日 聴取及び

現地調査

総社川崎線（沼林田工区）道路新設工事その9

（津山市沼地内）
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第４ 監査の結果

調査した結果、対象工事の計画、設計、積算、契約、施工管理等の各段階に

係る事務の執行については適正であると認めた。

また、技術士からの要望事項として、両工事について「工事中の安全活動は

十分になされていたと思われるが、今後は、施工計画時点からリスクアセスメ

ントを活用することで、安全先取りの姿勢で全社的な取り組みが求められる。」

との意見があった。

リスクアセスメントの実施は労働安全衛生法により努力義務として規定さ

れている。施工計画時点からリスクアセスメントを活用されるよう施工業者に

対し指導、推奨することについては、より一層安全と健康の確保に寄与するこ

とから、今後は契約監理室を中心に検討されたい。

なお、技術士による書類調査及び現地調査の結果は別紙のとおりである。

第５ 監査委員の意見

今回の監査の結果、両工事とも工事の品質及び安全の確保が十分になされ、

また、コスト面での縮減の取り組みも認められた。

今後は安全を最優先にし、竣工に向けて無事故、無災害で工事を進められた

い。






















































